
 

 

 

 

物 件 調 書 

 

（物件番号１） 

 

 

 

 

○この物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですの

で、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行

ってください。 

○法令等による制限については、物件調書に記載されているほかにも土地利用等

により必要となる場合があります。 

〇土地利用に必要となる接道条件については、関係機関と十分協議してくださ

い。 

〇各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用に当たっては、各事業

者と十分協議してください。 

 

 

 

 



物  件  調  書 （物件番号１） 

所 在 地 宇陀市大宇陀出新１８３７番１ 

１ 土地の概要 

地 積 
登 記 簿 １７８．３２㎡ 

登記地目 
登 記 簿 宅地 

実  測 １７８．３２㎡ 現  況 宅地 

接 面 道 路 

の 状 況 

北側 国道１６６号    幅員約１１．０ｍ 

東側 市道赤砂利万六線  幅員約 ５．２ｍ 

法 令 等 に

よ る 制 限 

・都市計画区域、市街化区域 

・第一種住居地域 建ぺい率６０％／容積率２００％ 

・松山伝統的建造物群保存地区 

・埋蔵文化財包蔵地 

・居住誘導区域 

・建築基準法 22 条区域  等 

供 給 処 理

施 設 の 

状 況 

区 分 利用可能な施設 配管等の状況 

電 気 関西電力送配電㈱ 引込可 

ガ ス ＬＰガス  

上 水 道 宇陀市水道局 引込可  

下 水 道 宇陀市下水道課 引込可 

交 通 機 関 
鉄 道 近鉄大阪線 榛原駅     約 7.5 ㎞ 

バ ス 奈良交通バス停「大宇陀」 約 150ｍ  

備 考 

※現状変更行為を行う場合は、宇陀市松山地区伝統的建造物群保存地区保存条例

（平成１８年宇陀市条例第９４号）に基づき、あらかじめ宇陀市教育委員会に

申請の上許可を受ける必要があります。行為後の状態が当該伝統的建造物群の

特性を維持していると認められるものである必要がありますので、計画の前に

宇陀市文化財課に相談してください。 

※周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を実施しようとする場合は、文化財保

護法（昭和２５年法律第２１４号）に基づき事前に届出・通知することが義務

付けられています。計画の前に関係機関にてご確認ください。 

※現状有姿での引渡しとなります。現状と物件調書が相違している場合は、現状

が優先します。 

２ 建物の概要（解体及び撤去対象物件） 

不 動 産 登

記 簿 記 載

事 項 

所 在 宇陀市大宇陀出新１８３７番地 

家 屋 番 号 １８３７番 

種 類 （主）事務所・居宅 （附１）物置 

構 造 （主）木造瓦葺２階建 （附１）木造スレート葺平家建 

床 面 積 （主）１階８８．２３㎡ ２階２７．３８㎡ （附１）２．４３㎡ 

所 有 者 宇陀市 

備 考 ※昭和 42 年に関西電力株式会社の事務所住宅として建築 



※平成 4 年 12 月に関西電力株式会社より宇陀市（旧大宇陀町）が売買により取得

し、出新自治会が赤砂利集会所として使用 

※令和 6 年 3 月に集会所として使用が終了し、以降未利用 

※令和 6 年 10 月 境界確認、地積更正完了 

※建築確認済証及び検査済証の記録はありません。 

※物件調書に添付している建物図面以外の図面はありません。 

※現状有姿での引渡しとなります。現状と物件調書が相違している場合は、現状

が優先します。 

そ の 他 

特 記 事 項 

１．建物等の解体撤去 

・落札者において、落札物件の引渡しを受けた日から起算して２年以内に、建物

（地下構造物を除く。）を解体撤去してください。建物に現存する付帯設備、

備品類、附属工作物等も、落札者において処分してください。 

・入札物件の土地に現存する自治会所有の掲示板は入札物件には含まれませんが、

宇陀市において掲示板の所有者の自治会に解体撤去の承諾を得ています。落札

者において、落札物件の引渡しを受けた日から起算して２年以内に、建物と一

緒に解体撤去してください。 

・入札物件の土地に現存する宇陀市所有の街路灯及び街路灯に引き込んでいる各

種配線は入札物件には含まれません。解体撤去しないようにご注意ください。 

 

２．アスベスト含有建材の調査 

・外壁仕上材、下地材およびジュラク壁（裏玄関）の３検体についてアスベスト

調査を実施し、非含有であることを確認しています。 

・調査結果は提供可能です。 

・調査範囲のほかにアスベスト含有建材が使用されている可能性があります。 

・建物の解体撤去の際には、落札者の費用負担でアスベスト含有建材等の調査を

行ったうえ、関係法令を遵守して作業を実施してください。これらの作業に伴

い追加費用が発生しても、市は一切責任を負わず、落札者は市に対して何らの

請求もできません。 

 

３．地下埋設物調査、土壌汚染状況調査、地盤調査及び地質調査 

・地下埋設物調査、土壌汚染状況調査、地盤調査及び地質調査は実施していませ

ん。 

・敷地内に井戸等が存置している可能性がありますが、詳細は不明です。 

・地下埋設物や土壌汚染の有無を厳密に判定するためには、落札者において調査

を実施する必要があります。当該調査の結果、地下埋設物や土壌汚染が判明し

た場合又は地盤改良が必要と判明した場合においても、甲に対して、撤去、処

分、改良等の費用その他一切の費用の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償

の請求及び契約の解除をすることができません。 

 

 



４．街路灯及び各種配線、自治会掲示板 

・敷地内に現存する宇陀市所有の街路灯及び街路灯に引き込んでいる各種配線は

入札物件には含まれていません。 

・落札者は、入札物件の土地に現存する宇陀市所有の街路灯の存置のため、宇陀

市に対して入札物件の無償による使用について土地使用承諾書（様式９）によ

り同意していただきます。 

・落札者は、上記の街路灯に引き込んでいる各種配線の存置のため、当該各種配

線の所有者に対して入札物件の使用について同意していただきます。 

 

５．除草等の費用負担、隣接者等との調整 

・現状での引渡しのため、除草及びそれにかかる費用負担について、市は対応し

ません。 

・隣接土地所有者、地域住民等との土地利用に関する調整等及び越境物に関する

隣接土地所有者との協議などは全て落札者が行うものとし、これらについて市

は対応しません。 

 

６．その他 

・上記記載事項も含め、売買物件が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合

しないものであるときも、市は落札者に対して一切責任を負いません。また、

落札者は市に対して何らの請求もできないほか、契約の解除をすることもでき

ません。 

最 低 入 札

価 格 
３，７８５，７００円 

＊ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者

ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象物件 

位 置 図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地積測量図 

※当該図面は参考資料であり、縮尺等は正確ではありません。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当該図面は参考資料であり、縮尺等は正確ではありません。 

建物図面 



現地写真 











 


